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大阪湾（大阪府）における総量削減の現状と課題

課題と今後の方向性について

１．水環境の総合的な評価と管理方策

２．大阪湾の湾奥部の水質改善

３．合流式下水道の雨天時越流負荷量の
正確な把握

大阪・関西万博が2025年4月～10月
に、湾奥部の夢洲（ゆめしま）で開催

資料８



◆環境基準の達成状況
大阪湾の水質の状況
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水域ごとの達成状況（兵庫県域を含む）
・CODの達成率は、1981、2015〜2017年度は75％、その他の年度は66.7％と横ばい。
A類型海域が達成していない。
・全窒素は2003年度以降、全りんは2010年度以降、全ての海域で達成。 2



◆CODの状況

大阪湾の水質の状況

・⻑期的には、各海域とも、1990年代前半にかけて減少後、横ばい傾向。 3
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大阪湾の水質の状況

・全窒素、全りんについては、⻑期的に全ての海域で減少傾向。
・全窒素については、Ⅱ類型海域(湾南部)の一部基準点で水産用水基準(0.2mg/L)レベ
ルに近づいている。 4

（1）⻑期的な変化傾向
◆全窒素、全りんの状況

T-N、T-P（表層の⼤阪府測定点の年度平均値）
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※大阪府、兵庫県、沿岸市がH24〜26年度に実施した
公共用水域常時監視データの平均値による水平分布図
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大阪湾の水質の状況
◆COD、全窒素、全りんの状況

（２）水平分布

・COD、全窒素、全りんの濃度とも、湾奥部が高く、湾央部、湾口部が低くなっている。
・全窒素、全りんについては、埋⽴地間海域の濃度勾配が⼤きい。 5



・全窒素について、埋⽴地間海域の濃度が、直近の府の常時監視の地点（C-3、C-4）の
濃度より２〜４倍程度⾼い傾向が確認された。（全りんも同様の分布傾向）

大阪湾の水質の状況
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◆埋⽴地間海域における全窒素の状況

湾奥部における栄養塩類調査結果

・埋⽴地間海域（①〜⑦）については、平成30年９〜10月の４回と
令和元年８〜11月の４回の調査結果の平均値
・常時監視地点（C-3、４）については同年同⽉の調査結果の平均値 調査地点位置図
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◆汚濁負荷の流⼊状況
大阪湾の水質の状況

表 平成25年度におけるＣＯＤの流⼊負荷量（単位︓トン/日）

河川水域 流入負荷量
大阪府域の発生負荷量 上流

負荷量計 生活系 産業系 その他系

朝霧川以東
〜神崎川以⻄ 9.7 － － － －
神崎川 30.1 13.6 10.9 1.8 0.9
淀川 38.8 9.5 8.1 0.8 0.6

79.9大阪市内河川
（寝屋川を含む。） 43.7 20.1 16.3 2.4 1.4

大和川 15.3 6.4 5.4 0.7 0.3 13.0
大和川以南
〜⼤津川 5.3 5.5 3.6 1.4 0.5

大津川以南 5.5 5.7 4.6 0.7 0.4
合 計 148.5 60.8 48.9 7.8 4.1 93.7

河川水域 流⼊負荷量
⼤阪府域の発⽣負荷量 上流

負荷量計 生活系 産業系 その他系
朝霧川以東
〜神崎川以⻄ 10.5 － － － －
神崎川 22.2 13.6 8.6 1.1 3.9
淀川 13.1 9.6 6 0.4 3.3

21.9大阪市内河川
（寝屋川を含む。） 26.7 20.8 12.9 1.4 6.5

大和川 9.3 4.2 3.1 0.4 0.7 6.8
大和川以南
〜⼤津川 7.6 0.85 3.8 4.1 0.6
大津川以南 2.3 3.6 2.3 0.4 0.9

合 計 91.6 60.2 36.6 7.6 16 28.8

表 平成25年度における窒素の流⼊負荷量（単位︓トン/日）

・湾奥部に、淀川・神崎川・⼤和川など流量の⼤きい河川が流⼊。
・汚濁負荷の流⼊は湾奥部に集中。 7

⼤阪府域及び兵庫県域（淡路島を除く）から
⼤阪湾へ流⼊する負荷量の算定結果
（※平成24〜26年度における⼤阪府域及び兵庫県域の公共⽤⽔域
（河川）の流量、⽔質の年平均データ、平成25年度における⼤阪府域
及び兵庫県域の発⽣負荷量のデータを使⽤）

図 ⼤阪湾に流⼊する河川の流量(平成19年から21年の６⽉から８⽉の平均値)
（出典︓近畿地⽅整備局ホームページ「⼤阪湾環境データベース」）



大阪湾の水質の状況

底層DO（年度最⼩値）（⼤阪府測定点の年度平均値の５年移動平均）

＊水深20ｍ未満の地点は海底面上2ｍ層か
ら、20ｍ以上の地点は５ｍ層から採水。
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・⻑期的に⾒ると全ての海域で増加傾向にあるが、湾奥側（C類型）では、無生物域を解消
する水域の環境基準値とされる２mg/Lを下回る状況。 8

（1）⻑期的な変化傾向
◆底層DOの状況

＊環境基準の水域類型は当てはめられていないため、CODの⽔域類型別に整理



大阪湾底層における貧酸素水塊
発生状況（令和２年４⽉〜８⽉）

・今年度は、６⽉末ごろから貧酸素水塊の発生が確認されている。

（２）水平分布

◆底層DOの状況

出典︓地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪府⽴環境
農林⽔産総合研究所資料

大阪湾の水質の状況

9



１．水環境の総合的な評価と管理⽅策

10

○ 瀬⼾内海における今後の環境保全の方策のあり方答申に示されているよう
に、個々の項目の評価に加え、複数の項目を組み合わせた水環境の総合
的な評価のあり方について検討されることが必要。

○ あわせて、総合的な評価を踏まえた⽔環境の管理⽅策が確⽴されることが
必要。

⼤阪湾は、⽔質総量規制制度が導⼊された当初は湾全体で⽔質改善が必要とされていた
が、汚濁負荷削減等を推進した結果、現在では、海域によって水質の状況が⼤きく異なり、
湾全体としての⽔環境の評価が難しく、効果的な管理⽅策が確⽴されていない状況にある。
（海域別に⾒た⽔質の状況）
・湾奥部側については、過度に栄養塩類が偏在し、貧酸素水塊が発生するなど水質面の
課題を有しているが、ＣＯＤ、全窒素、全りんとも環境基準を達成している。
・湾口部側については、 水質改善が進んでいるが、ＣＯDの環境基準を達成していない。



２．大阪湾の湾奥部の水質改善

○ 汚濁負荷量削減の継続的な取組が必要
○ 停滞性水域の流況改善等の取組が必要
○ 停滞性⽔域の流況改善等の取組を着実に推進するため、総量削減基本
⽅針（総量削減計画）及び瀬⼾内海環境保全基本計画（府県計画）
に、関係府省所管事業が、予算措置を含めて位置付けられ、実施される
仕組みが必要。

【汚濁負荷量削減以外の取組の例】
・停滞性水域の流動性の向上・海水交換の促進（埋⽴地や防波堤の形状変更等）
・底質から溶出する栄養塩を減らす（浚渫・覆砂等）
・底層への酸素の供給量を増やす（底生微細藻類の活性化、鉛直混合の促進等） など

・ 魚類等の生息にとっては厳しい環境にある中、主な生育場として利⽤されている。
・ 瀬⼾内海の他の海域とは異なり、栄養塩類が過度に偏在し、夏季の底層溶存酸素濃度
が無生物域を解消する水域の環境基準値である２㎎/Lを下回っており、さらなる水質改
善の取組が必要。
・ 水質改善の取組の推進にあたっては、湾奥部が栄養塩の湾全体への供給源となってい
ることを踏まえることが必要
・ 2025年⼤阪・関⻄万博は、湾奥部を会場として開催され、都市域に隣接する閉鎖性
海域の⽔質改善技術を世界に発信する絶好のチャンス︕

11



◆藻場・干潟等の保全、再生及び創出
○大阪湾（大阪府側）の海岸は、埋⽴により浅場が
失われ、ほとんどが直⽴護岸となり、生物による水質
浄化機能等が失われている。

○府では、堺２区（大和川河口付近）における人工
干潟の整備や、りんくうタウン地先での藻場造成等に
取り組んでいる。

12

「豊かな大阪湾」環境改善モデル事業（R１〜）
湾奥部が抱える課題を解消するための
「環境改善モデル施設」の設置について
⺠間事業者等に公募を⾏い、その費⽤
の一部を補助

事業①︓コンクリートブロックを⽤いた
水質の改善・生物生息の場の創出

事業②︓⾙殻基質ユニットを⽤いた
生物生息の場の創出

事業① 設置場所

事業② 設置場所

汚濁負荷量削減以外の取組の例

堺２区人工干潟



◆窪地の埋め戻しの推進
・海底の窪地は、昭和30年代後半より埋⽴⽤の⼟砂を海底
から掘削した際に出来たもので大阪湾に21ヶ所存在する。
（総容積 約3,200万ｍ３）
・内部にヘドロが溜まり、夏場、貧酸素状態になるため⿂介類
が⽣息できず、有害な⻘潮発⽣の⼀因になっている。
・現在は、国が航路や河川の良質な浚渫⼟により埋め戻しを
実施。
・近畿地方整備局、大阪府、関係市で構成される「大阪湾
海域環境⽀援協議会」を設置し、効果的な修復について
協議する体制を構築。

図 大阪湾における窪地分布状況

堺２区北泊地

阪南２区沖

阪南港４区沖
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表 優先して埋戻す窪地の規模と進捗状況（R2.3現在）

位置 表面積
（ｍ2)

周辺海底
との水深
差

(m)

容積
(万m3)

進捗状況

埋戻量
(万m3)

進捗率
(％)

堺２区北泊地 359,850 3.5m 124.8 31 25

阪南２区沖 452,450 5.8m 452.7 373 82

阪南港４区沖 1,287,000 10.5m 1351.4 2 0.1

合 計 2,099,390 1928.9 406 21

汚濁負荷量削減以外の取組の例



阪南２区沖窪地の環境改善効果について

平成23年（夏季） 令和元年（夏季）

・ 令和２年３⽉時点で、約８割の埋め戻しが完了している。
・ 夏場の窪地内の貧酸素水塊（赤色）が、この数年は解消している。

溶
存
酸
素
量
Ｄ
Ｏ

調査地点
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溶存酸素分布図
出典︓近畿地⽅整備局 港湾空港部 資料

汚濁負荷量削減以外の取組の例



３．合流式下⽔道の⾬天時越流負荷量の正確な把握
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流⼊負荷の正確な把握のため、合流式下⽔道の⾬天時越流負荷量と、改善
事業による削減効果を把握する方法を整備することが必要。

・ 大阪府域は早くから下水道の整備が進められていることから、合流式下水道が占める
割合が高く、平成30年度末時点で、府域全体での汚⽔の下⽔道事業計画⾯積約
97,000haのうち、約38,000haが合流式下⽔道となっている。
・ 府域における合流式下水道の処理⽔の放流先河川は湾奥部に流⼊している。
・ 合流式下⽔道には、⾬⽔も処理できる⻑所があるが、降⾬の強さが⼀定規模以上に
なると越流負荷が発⽣する課題があり、下⽔道管理者による改善事業が進められてい
るところ。
・ 地球温暖化の進展により短期間の大雨が増加すると予想されており、⾬天時越流負
荷に与える影響が懸念される。
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◆合流式下⽔道の改善対策事例（既存施設の滞⽔池化）
高槻水みらいセンター 汚濁負荷量（BOD）削減効果

合流式下水道の改善対策及び汚濁負荷量削減効果算出事例
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出典︓⼤阪府流域下⽔道合流式下⽔道改善事業
中間評価のとりまとめ(大阪府都市整備部下水道室）

モニタリング結果[平成27年10月1⽇〜10月2日］
総降⾬量︓21.0mm、降⾬強度13.0mm/h
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◆合流式下⽔道の改善対策事例（既存施設の滞水池化）
高槻水みらいセンター 汚濁負荷量（BOD）削減効果

合流式下水道の改善対策及び汚濁負荷量削減効果算出事例

①滞水池効果
【対策後】（貯留⽔3,600㎥を晴天時に⾼級処理→高級処理した後の排出負荷量）

3,600㎥×1.4mg/l／1,000（⾼級処理）＝5.0kg
【対策前】（滞⽔池が無ければ簡易処理していた→簡易処理の場合の排出負荷量）
ａ．588㎥×（60.4（実測） mg/l ） ／1,000 ×50％ +
ｂ．3,012㎥×（65.1（実測） mg/l ） ／1,000 ×50％ ≒116kg
※簡易処理後の負荷量を算出するため、（100％－除去率50％（実績値））をかける

①計 116－5.0＝111.0㎏
この⾬による削減負荷量計 ＝111.0㎏ ・・・約2,000人分の⼀⽇当り家庭排⽔相当量

98㎥×6
＝588㎥

3,600-588
＝3,012㎥

98㎥

998㎥

ａ b

【貯留箇所拡⼤】

出典︓⼤阪府流域下⽔道合流式下⽔道改善事業 中間評価のとりまとめ
(大阪府都市整備部下水道室）



◆汚濁負荷量の推移

18

48 41 37 29 27 28

25

11
8

6 5 6

17

19
16

14 13 14

0

20

40

60

80

100

Ｈ
11
年
度

Ｈ
16
年
度

Ｈ
21
年
度

H
26
年
度

Ｈ
30
年
度

Ｈ
31
目
標

（トン/日） T-N

その他 産業系 生活系90

61

48

71

45

５次 ８次６次

49

７次

4.0 
2.8 2.5

1.8 1.7 1.7

2.0 

0.9
0.6

0.4 0.4 0.4

1.2

1.1
0.9 

0.8 0.7 0.8 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Ｈ
11
年
度

Ｈ
16
年
度

Ｈ
21
年
度

H
26
年
度

Ｈ
30
年
度

Ｈ
31
目
標

（トン/日） T-P

その他 産業系 生活系
7.2

4.8

2.9

4.0
3.0

５次 ８次６次

2.8

７次

134
111 99 88 76 63 52 39 35 36

46

34
30

27
21

15
9

6 5 6

10

8

8

7

6
5

4
4 4 4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ｓ
54
年
度

Ｓ
59
年
度

Ｈ
元
年

Ｈ
6年
度

Ｈ
11
年
度

Ｈ
16
年
度

Ｈ
21
年
度

H
26
年
度

H
30
年
度

H
31
目
標

（トン/日） COD

その他

産業系

生活系

49

83

138

103

122

46

153

190

44

１次 ２次 ３次 ４次 ５次 ６次 ７次 ８次

65

・平成30年度時点で、CODはS54年度⽐で77％、
窒素、りんはH11年度⽐で50%、61%削減

➜ COD、窒素、りんとも第8次削減目標を達成。

【参考資料】総量削減計画の実施状況



・生活系が占める割合が高い。
・全体としては、下⽔処理場が占める割合が⾼い。

◆発生源別の内訳
H30年度汚濁負荷量
の発生源別の内訳

COD
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生活系
78％

その他
系

9％産業系
13％

その他 5％

下⽔処理場
5％

合併浄化槽等
６％

雑排水 14％

総量規制対象
事業場 ３％

下⽔処理場
４％

その他 5％

H30
44t/日

下⽔処理場
58％N

合併浄化槽等
５％

生活系
59％

その他
系

29％
産業系
12％

その他 1％

下⽔処理場 5％
雑排水 2％

総量規制
対象事業場 7％

下⽔処理場
21％

その他 8％

H30
45t/日

下⽔処理場
52％

P

下⽔処理場
45％

合併浄化槽等
10％

生活系
61％

その他
系

26％

産業系
14％

下⽔処理場 4％
雑排水 5％

総量規制
対象事業場 2％
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18％

その他 7％

H30
2.8t/日その他 8％



生活系排水対策

整備手法 人口(千人)
H21 H26 H30

処理
人口

公共下水道 7,936.2 8,167.1 8263.9  
農業集落排⽔施設 0.6 0.8 0.8
合併浄化槽 295.6 250.0 225.1
コミュニティプラント 0.5 0.5 0.4

計
(全人口に占める割合)

8,232.9
(92.7%)

8,418.3
(95.0%)

8490.2
(96.1%)

未処理
人口 651.6 442.3 348.7

表 府域の生活排⽔処理の状況
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表 府域の⾼度処理普及率の推移

年度
流域内人口
（千人）

高度処理の
接続人口
（千人）

高度処理
普及率％
（接続人口）

H21 8,891 4,434 49.9 

H26 8,857 5,221 58.9 

H31 8,843 5,777 65.3 

○ 府域の⽣活排⽔適正処理率※は、⽣活排⽔処理施設の整備に伴い、平成30年度末時
点で 96.1％と着実に向上しているが、約35万人分の生活雑排水が未処理。
➜ 「生活排水対策推進月間」(２月)を設け、市町村と連携して、啓発チラシの配布や
パネルの展示等を実施。

○ 下水道の⾼度処理
平成31年度末で府内で稼動する39処理場のうち、21処理場が窒素・りん同時除去
対応(一部対応を含む)

○ 合流式下水道で整備されている区域においては、雨天時の越流による汚濁負荷量の削減
を図るため、改善対策を実施

※⽣活排⽔適正処理率︓⽣活排⽔を適正に処理している⼈⼝が全⼈⼝に占める割合



・引き続き、⽴⼊検査などにより、総量規制基準等の遵守のための指導を⾏う。

○ 府域では、約3,700事業場に対し、法・条例に基づく排⽔規制を⾏っており、うち総量
規制対象は424事業場。

○ このうち、総量規制対象事業場に対しては、汚濁負荷量の報告、⽴⼊検査、水質検査
等でその遵守を徹底することにより、汚濁負荷量の削減を図っている。

○ 加えて、排⽔規制の対象となっているものについては、⽴⼊検査、⽔質検査等により排水
基準の遵守を徹底するとともに、汚濁負荷量の削減についての指導を実施。

表 法・条例排⽔規制の対象事業場数

産業系排水対策

◆事業場の規制指導の状況

年度 総量規制対象 法対象
（総量規制対象除く） 府条例対象 計

H26 474 3,160 340 3,974
H30 424 2,941 302 3,667

21



・第8次のC値について、8〜9割の業種区分が国の下限値で設定

【第8次基準設定における基本的な方針】
業種等の実態、排⽔処理技術⽔準の動向、過去の汚濁負荷量の削減努⼒、費
⽤対効果等を勘案し、公平性の確保に努めながら適切な総量規制基準を定める。

ＣＯＤ 窒素 りん
Ｃo Ｃi Ｃj Ｃo Ｃi Ｃo Ｃi

既存の業種区分

7次Ｃ値が既に
国の8次の下限値 256 270 273 249 270 218 244

7次Ｃ値から強化
(うち下限値まで強化)

8
(7)

4 
(3)

3
(3)

1
(1) 0 0 0

7次Ｃ値を据置き 17 7 5 31 11 28 2
統合により廃止する業種区分 3 0 0

合 計
(うち下限値を採用)

278
(260)

278
(272)

278
(276)

281
(250)

281
(270)

246
(218)

246
(244)

表 第8次総量規制基準C値⾒直しの概要

産業系排水対策

◆総量規制基準（Ｃ値）の設定
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◆多様な主体と連携した取組の推進、普及啓発

○大阪湾環境保全協議会（事務局︓⼤阪府環境保全課）
・大阪湾に面する１府２県１７市３町で構成。
・住⺠への意識啓発のため、「ぐるっと大阪湾フォトコンテスト」、
「海ごみすごろく」 「ちりめんモンスターを探そう︕」などを実施。

・府⺠と協働し、⼤阪湾への関⼼を⾼めるとともに、⽔環境保全の理解を促進していく。 23

フォトコンテスト大賞作品
「春を呼ぶ」

海ごみすごろく
（プラスチックの旅）

「ぐるっと大阪湾フォトコンテスト
〜⼤阪湾のチャームポイントをさがせっ〜」の開催

･テーマ:「わたしが⾒つけた・感じた⼤阪湾の魅⼒」
・応募期間︓H30年３⽉20⽇〜10月1 日
・応募作品数︓284 点
・表彰式︓平成30年12月15 日
・入賞作品については、公共施設等で巡回展示



◆海洋プラスチックごみ対策の推進

○ 大阪湾に関連する主な取組
・国庫補助を活⽤し、漂流ごみ、海底ごみの回収を実施。
（漁業者の協⼒による海ごみ回収、市町村への間接補助）
・大阪湾におけるマイクロプラスチックの実態調査を実施。
・チラシによる啓発、環境イベント等を通じ情報発信。
・海岸漂着物等対策推進地域計画を今年度改定予定。
➜ 海洋プラスチックごみの削減に向けた目標を定め、海洋
プラスチックごみの発生抑制対策等を強化。

(個/m3)
湾北部 湾南部

９月 (降⾬後 ) 4.1 0.05
12月(晴天時) 0.18 0.03

令和元年度
マイクロプラスチック調査結果

海ごみ対策
啓発用チラシ

・G20大阪サミットおよび2025年⼤阪・関⻄万博の開催地として、プラスチックごみによる海洋
汚染防止に向け積極的な取組を推進

・G20大阪サミットで 「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有。
・令和２年7月、大阪府・大阪市がSDGｓ未来都市に選定。
プラスチックごみ問題解決に向けた世界を先導する取組として、
「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」推進プロジェクトを実施。
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